
～～ 民有林と連携した原木の安定供給 ～～
国有林は、民有林と連携して原木の安定供給体制づくりを進めることにより、民有林における施

業の集約化、未利用間伐材等の有効利用等の取組をサポートします。
国有林では、協定を結び、林産物の販売を連携して行う民有林所有者の方を募集しています。
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システム販売手続きの流れ

民有林材を国有林材のシステム販売と協調出荷しませんか？

システム販売は
①木材相場や外材価格の上昇下落に左右されない安定的な国産材取引の構築
②ロットをまとめて安定供給することにより、山側が販売先を選択
③山側にとっては協定による有利な販売を実現、川下にとっては安定的な原料入手により
計画的な生産に寄与
④利用が低位な材の新たな需要開発

を目指しています。

大口需要者等
・集成材工場
・合板工場協定締結による安定供給

・大ロット化
・流通コスト低減素材生産事業者

国 有 林

森林所有者

連
携

「民有林と国有林が連携したシステム販売」に関する
お問い合わせ、ご相談は

【連絡先】関東森林管理局森林整備部資源活用課
E-mail：ks_kanto_sigen@maff.go.jp
電 話：０２７－２１０－１１８８

国有林の販売物件と同一の樹材種等の協調出荷ができるか確認が、必要とに
なります。まずは、事前に関東森林管理局にご相談ください。
関東森林管理局のＨＰにて、「民国連携システム販売参加者の募集公告」が掲
載されますので、下記の連絡先まで参加申請書を提出してください。

関東森林管理局 民国連携システム販売


